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児
童
扶
養
手
当（
児
扶
）の
現
況

届
・
特
別
児
童
扶
養
手
当（
特
児
）

の
所
得
状
況
届
は
、８
月
分
以
降

も
引
き
続
き
手
当
を
受
け
ら
れ
る

か
審
査
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、届

け
出
を
し
な
い
と
８
月
分
以
降
の

支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。忘
れ
ず

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

児
扶
受
給
者
に
は
７
月
下
旬
、

特
児
受
給
者
に
は
８
月
上
旬
に
通

知
を
郵
送
し
ま
し
た
。ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

母
子
・
父
子
家
庭
や
、父
母
が
い

な
い
な
ど
の
児
童
の
生
活
の
安
定

を
図
り
、自
立
を
促
進
す
る
た
め

に
支
給
す
る
手
当
で
す
。次
の
①

～
⑨
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る

児
童（
18
歳
到
達
後
の
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
、障
害
児
は
20
歳
未

満
）を
監
護
養
育
し
て
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
の
父
・
母
ま
た
は
養
育

者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
父
は
生
計
も
同
一
で
あ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

心
身
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

※
い
ず
れ
の
手
当
も
受
給
す
る
た

め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。詳
し

く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

こ
ど
も
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
８（
直
通
）

①
父
母
が
離
婚
し
た

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
の

状
態
に
あ
る

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ

Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た

⑦
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き

続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

⑧
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

⑨
父
・
母
と
も
に
不
明
で
あ
る（
孤

児
な
ど
）

まちの鳥

現
況
届
・
所
得
状
況
届
の
提
出
を

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
人
へ

　

10
月
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税

率
の
10
％
へ
の
引
き
上
げ
が
、所

得
の
少
な
い
人
や
子
育
て
世
帯
の

消
費
に
与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
に
、２
万
円
で
２
万
５
千
円

分
の
買
い
物
が
で
き
る
商
品
券
を

販
売
し
ま
す
。町
内
の
取
扱
事
業

所
で
使
用
で
き
ま
す
。商
品
券
を

購
入
で
き
る
の
は
、次
の
①
・
②
の

い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
人
で
す
。

※
８
月
上
旬
に
お
知
ら
せ
と
申
請

書
が
届
い
た
人
で
、購
入
引
換
券

の
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、12
月

２
日
㊊
ま
で
に
同
封
の
返
信
用
封

筒
に
申
請
書
を
入
れ
て
、ポ
ス
ト

に
投
函
す
る
か
、産
業
建
設
課
窓

口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

  

児
童
扶
養
手
当
と
は

  

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

提出期間

児扶：8月1日㊍～16日㊎
特児：8月9日㊎～20日㊋
※受け付けは祝日を除く
　月曜日から金曜日の8:30～17:15

提出するもの

①（児扶受給者）現況届
　（特児受給者）所得状況届
②手当証書
③印鑑（スタンプ印不可）
④その他必要に応じた書類

支給額（月額）

児
扶

※児童１人の場合
全部支給：42,910円
一部支給：
　前年の所得に応じて
　42,900円～10,120円

特
児

１級：52,200円
２級：34,770円

●
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に

入
所
し
て
い
る
。（
児
扶
・
特
児
）

●
児
童
が
障
害
を
事
由
と
す
る
公

的
年
金
を
受
け
て
い
る
。（
特
児
）

●
異
性
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
。（
児
扶
）

※
一
定
額
以
上
の
所
得
が
あ
る
場

合
は
、支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

支
給
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス

①
平
成
31
年
度
の
町
県
民
税
が
非

課
税
の
人（
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の

扶
養
と
な
っ
て
い
る
人
、平
成
31
年

１
月
１
日
時
点
で
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
人
な
ど
を
除
く
） プレミアム付

商品券

町政ニュース



７ 吉岡町役場 ☎ 54—3111（代表）

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を
販
売

す
る
た
め
に
、町
や
内
閣
府
な
ど

の
職
員
が
手
数
料
な
ど
の
振
り
込

み
を
求
め
る
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
を
預
か
る
、Ａ
Ｔ
Ｍ（
銀
行
・
コ

ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
け
払

い
機
）の
操
作
を
お
願
い
す
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
、絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　

自
宅
や
職
場
に
、町
や
内
閣
府

な
ど
の
職
員
を
名
乗
る
不
審
な
電

話
や
郵
便
が
あ
っ
た
場
合
は
、迷
わ

ず
警
察
署
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
警
察
署　

☎
23
・
０
１
１
０

警
察
相
談
専
用
電
話

☎
♯
９
１
１
０

産
業
建
設
課 

産
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
０（
直
通
）

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
７（
直
通
）

※
購
入
引
換
券
を
送
付
し
ま
す
。

交
付
の
申
請
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

商
品
券
の
購
入
方
法
な
ど
は
広
報

よ
し
お
か
９
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

所得段階 対象者 変更前
年間保険料額

変更後
年間保険料額

第１段階

●生活保護受給者
●世帯全員が市区町村民税非課税で、
　老齢福祉年金受給者
●世帯全員が市区町村民税非課税で、
　前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額
　の合計が80万円以下の人

基準額×0.45
＝32,400円

基準額×0.375
＝27,000円

第２段階
世帯全員が市区町村民税非課税で、
前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.75
＝54,000円

基準額×0.625
＝45,000円

第３段階
世帯全員が市区町村民税非課税で、
前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が120万円を超える人

基準額×0.75
＝54,000円

基準額×0.725
＝52,200円

※基準額は72,000円です。なお、第４段階以上の人は、保険料の変更はありません。

②
平
成
28
年
４
月
２
日
か
ら
令
和

元
年
９
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

児
童
が
い
る
世
帯
主

低
所
得
者
の
介
護
保
険
料
を
軽
減

社
会
保
障
の
充
実
の
た
め

まちの木

　

65
歳
以
上
の
人（
第
１
号
被
保

険
者
）の
介
護
保
険
料
は
、原
則
３

年
に
一
度
見
直
さ
れ
ま
す
。

　

今
年
度
は
見
直
し
の
年
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、消
費
税
引
き
上
げ

に
伴
う
社
会
保
障
の
充
実
に
よ

り
、介
護
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、低

所
得
者
の
保
険
料
軽
減
強
化
が
行

わ
れ
ま
す
。

　

町
民
税
非
課
税
世
帯（
第
１
～

第
３
段
階
）は
、下
表
の
と
お
り
保

険
料
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

特
殊
詐
欺
や
個
人
情
報
の

詐
取
に
注
意
！

町政ニュース

　9月は、知的障害者への理解を深め、教
育や福祉の向上と充実を図るための知的
障害者福祉月間です。吉岡町役場でも知
的障害者やその関係者がパレードを行
い、メッセージの朗読などをします。

　　　9月10日㊋10:00～10:20（予定）
　　　吉岡町役場前

社会福祉法人 恵の園 ☎22-1730

日 時

場 所

問い合わせ先

福祉パレード
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敬
老
福
祉
大
会

長
寿
を
祝
福

まちの花

　

長
寿
を
お
祝
い
し
、敬
老
の
意

を
表
す
る
た
め
、対
象
の
年
齢
に

な
る
人
を
訪
問
し
ま
す
。

▼
対
象　

　

令
和
元
年
度
中
に
満
80
・
85
・

88
・
90
・
95
・
100
歳
に
到
達
す
る
人

お
よ
び
101
歳
以
上
の
人（
９
月
１

日
現
在
、町
に
１
年
以
上
住
民
登

録
が
あ
る
人
）

※
対
象
者
に
は
9
月
上
旬
に
通
知

を
送
付
し
ま
す
。

▼
訪
問
期
日

満
80
・
85
歳
に
達
す
る
人　

９
月
中

満
88
・
90
・
95
・
100
歳
に
到
達
す
る

人
と
101
歳
以
上
の
人

９
月
16
日
㊊
敬
老
の
日 
午
前

※
訪
問
を
希
望
し
な
い
人
に
は
、

敬
老
祝
金
な
ど
を
窓
口
ま
た
は
振

込
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

▼
対
象　

　

町
に
住
民
登
録
が
あ
る
在
宅
の

人
で
、常
時
紙
お
む
つ
を
使
用
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
65
歳
以
上
で
要
介
護
３
か
ら
５

●
３
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
・
２
級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ

を
持
つ
人

※
施
設
な
ど
に
入
院
・
入
所
し
て

い
る
人
は
対
象
外

▼
上
限
額　

１
０
，０
０
０
円

▼
申
請
期
間　

９
月
２
日
㊊
～
30
日
㊊

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
高
齢
福
祉
室
で
受
け

取
る
か
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

□
領
収
書（
平
成
31
年
４
月
１
日

～
９
月
30
日
の
も
の
が
対
象
）

□
介
護
保
険
証
ま
た
は
身
体
障
害

者
手
帳
・
療
育
手
帳
の
写
し

▼
申
請
方
法　

必
要
な
も
の
を
準

備
し
て
、高
齢
福
祉
室
へ
提
出
。

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

まちの鳥

敬
老
訪
問

民
生
児
童
委
員
・
町
関
係
者
が
伺
い
ま
す

紙
お
む
つ
・
尿
パ
ッ
ド
の
購
入
を
助
成

申
請
は
９
月
中
に

まちの木

　

長
年
社
会
に
貢
献
し
て
き
た
人

た
ち
へ
、感
謝
す
る
と
と
も
に
長

寿
を
祝
福
す
る
た
め
に
、敬
老
福

祉
大
会
を
開
催
し
ま
す
。対
象
と

な
る
76
歳
以
上
の
人
に
は
案
内
状

を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、90
歳
到
達
者
・
金
婚
祝

い
・
介
護
者
表
彰
・
エ
ン
ゼ
ル
表
彰

を
あ
わ
せ
て
行
い
ま
す
。

▼
期
日　

９
月
16
日
㊊
敬
老
の
日

▼
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

左
記
に
該
当
す
る
表
彰

希
望
者
は
、８
月
23
日
㊎
ま
で
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

金
婚
祝
い　

町
内
に
在
住
す
る
結

婚
50
年
以
上
の
夫
婦

エ
ン
ゼ
ル
表
彰　

平
成
30
年
８
月

８
日
～
令
和
元
年
８
月
７
日
に
４

人
目
の
子
が
生
ま
れ
た
親

▼
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
協
議
会

☎
54
・
３
９
３
０

後
期
高
齢
医
療
制
度
へ
の
加
入
希
望
者
は
申
請
を

保
険
室
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

まちの花

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、原

則
と
し
て
75
歳
以
上
の
人
が
加
入

す
る
健
康
保
険
制
度
で
す
。

　

た
だ
し
、障
害
認
定
に
該
当
す

る
障
害
等
級
が
あ
る
65
～
74
歳
の

人
も
申
請
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。い
っ

た
ん
加
入
し
て
も
、い
つ
で
も
将

来
に
向
か
っ
て
撤
回
で
き
ま
す
。

過
去
に
遡
っ
て
の
撤
回
は
で
き
ま

せ
ん
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

●国民年金法などの障害年金等級 1級・2級
●身体障害者手帳1～3級ならびに４級のうち①～⑤
　のいずれかの状態
　①音声、言語機能の著しい障害   
　②両下肢のすべての指を欠く  
　③一下肢の下腿２分の１以上を欠く  
　④一下肢の機能の著しい障害  
　⑤両下肢全体の機能障害で、一下肢の著しい障害と同程度 
●精神障害者保健福祉手帳１級・２級
●療育手帳A判定

障害認定該当の障害等級
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